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カ

す
る
こ
と
に
な
り
注
し
た
。

]
r
J
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l

、
所
得
額
が
十
一
一
万
円
以
下
(

均

等

割

一

人

幸

り

五

五

一

こ

（
前
年
四
三
八

m

交

乎

等

割

一

世

帝

当

り

一

、

六

[

装

つ

円

（

前

年

て

二

八

四

円

）

]

る

●

例

二

人

世

幣

の

と

き

、

二

、

七

Cj
・
自
動

つ
い

~
C
J

円
が
減
額
さ
れ
ま
す
。
．
は
県

三
、
所
得
額
が
十
二
万
円
を
こ
え
る
世
帯
＂
こ
の
た
び
の
関
辿
に
よ
っ
て
、
こ
れ
~

五
で
の
一
般
加
入
電
話
を
含
め
て
、
肱
•

と
な
]
で
‘
被
保
険
者
（
世
帯
主
を
除
く
）

9

一
人
当
り
五
万
円
（
前
年
四
万
五
千
．
川
町
は
約
九
九

0
戸
が
加
入
し
、
八
六
[

．
円
）
を
差
引
い
た
金
額
が
十
二
万
円
~
•
四
バ
ー
セ
ン
ト
の
普
及
率
を
示
し
ま
~

．
し
て
。f
 

~
以
下
と
な
る
場
合

~
私
た
ち
は
こ
の
「
電
話
」
と
い
う
便
~

決
ま
る

i

均
等
割
一
人
当
り
三
六
八
円

（
前
年
二
九
二
円
）
二
加
な
施
設
を
能
率
よ
く
簡
け
つ
忙
巌
大
}

i

乎
筈
割
一
世
帯
当
り
一
、

0
六

四

限

利

用

し

た

い

も

の

で

す

。

．

定
例
町
議
会
~

]
の
映
者
は
、
年
々
滅
[
円
(
前
年
八
五
六
円
)
~
ー

犬
の
回
収
日
に
つ
い
て
•

少

し

て

い

星

工

二

年

度

の

医

痰

例

五

人

世

帯

で

所

得

額

が

三

十

二

｀
費
総
額
は
、
五
一
口
九
十
万
円
（
―
[
万
円
以
下
の
場
合
は
二
、
九
〇
~

i
人
当
り
乎
均
―
―
―
―
六
三
円
）
と
な
~
四
円
が
減
額
さ
れ
ま
す
。
~

り

、

四

十

二

年

度

の

四

千

百

四

十

六

万

こ

の

税

率

等

の

改

正

に

よ

り

四

十

四

・

不

用

犬

は

次

の

日

へ

出

し

て

下
J

へ
0

；
円
（
一
人
当
り
九
、
九
三
六
円
）
侭
比
二
牛
度
の
保
険
税
額
は
、
千
六
百
三
十
七
；
0

し

口
へ
三
四
＂
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
増
と
な
っ
」
万
円
（

l
人
当
り
四
、
0
六
一
円
）
と
~
八
月
は
（
火
）

~
た
0

:
な
り
、
四
十
三
年
度
の
千
百
八
十
九
万
~
以
後
、
日
が
回
収
日
}

゜

~
さ
ら
に
；
円
（
一
人
当
り
二
、
九
四
忙
比
~
で
す
。
て
い

国

四
年
腹
忙
は

ボートレース（

結核レントゲ

日 （
 

、、ノ
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道嘉肱上

野
鹿
の

尾城 栄川
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田
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太
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馬
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芸 o ニミ
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部

共

ざ4
Aて

田
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臼
い
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f
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挙

ー
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~
れ
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ヽ

日ーノ

料
で
あ
る
。

中繰

町

の

一

般

会

酎

よ

り

歳

出

の

る

経

費

肛

相

当

す

る

額

を

支

゜

う
ち
総
務
費
は
、
セ
ン
ダ

ー
で
働
い
て
い
る
人
の
給
料
や
、
給理の

""” 古田燃

料

忙

必

要

な

で

あ
り
、
給
食
料
が
こ
れ
忙
相
当
す
る

も
の
で
あ
る
。

こ
の
予
算
総
額
ニ
―
-
、
一
七
七
千
円

は
、
給
食
者
一
人
当
り
年
に
一
―
千

円
と
な
り
、
給
食
料
の
負
担
は
一
人

乎

均

七

八

二

0
円
で
、
こ
の
碑

は

町

が

す

る

こ

と

忙

な

る

。

逝
大小人

中

本

寿

郎 男

明

薮

し

七
七

日
、
次
の
十

注
し
た
。

＂
条
例

~
0
大古｛↓ 丙f
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~
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；
ー
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~
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~
~
~
~
；
~
~
~
~

の
後
の
届
出
が
な
か
っ
た
た
め
、
無
投
[

な
り
ま
し
た
。

開
通
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4
1
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a
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北
J‘

け
1
-

歳

出

合

総

紡窃

九—、 .e

三八
二 ．プし

0七

出

円
ナづ―J {J、

和四

歳詰綜繰使

入
収紐入片j

台

入金

ー五
七五〇

．
総
額
は
、
六
千
五
百
五
十
万
円
（
一
人
口
へ
三
七
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
の

立
隔
離
病

□芸
り
六
、
万
七
八
円
、
二
四
嘉
一
バ
＂
．
な
り
五
す
。

一

と
肱
川
町
の

忙
完
成
し
た
の
で
当
町
の
．
ー
セ
ン
ト
増
）
と
な
る
見
込
み
で
す
0

:
な
和
、
五
月
忙
誅
税
し
た

罰

年

炭

の

税

紙

忙

し

る

。

．

こ

の

た

め

、

六

月

二

十

七

日

紅

伽

か

一

期

分

け

、

付
条
例
の
一
部
改
正
れ
た
町
議
会
竹
ぶ
い
て
、
即
十
四
年
展
て
即
定
諒
祝
し
た
、
も
乙
で
あ
り
こ
ャ
ニ
す
の

は
珀
釣
改
伽
忙
伴
い
．
の
国
民
狐
康
蝕
骸
祝
睾
＇
的
を
そ
れ
ぞ
れ
＂
て
，
ハ
月
仇
こ
の
松
率
で
本
年
，
晨
の
牛

る

こ

と

と

な

っ

た

の

仄

？

言

．

正

忙

引

上

げ

る

こ

と

注

り

、

第

一

期

分

を

』

、

あ

ら

支

し

-o

け
て
認
｛

；パ

。

~• 

石ノ一

正

予

[

税

一
三
、

げ
と

入
料9

ーヽ

セ
ン
ク
ー
豆

セ
ン
タ
ー
の

度
給
食
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も鍬刃ャのとり ぎは禁物

なんとなく疲れやすくからだがだるい，休養しても元気がで

ない。こんな時は貧血，それい鉄分欠乏症の貧血の場合が多い

のです。

鉄分不足は鉄分の補給をすればよいわけですが，しろうと考

えでむやみに鉄分補給のための薬をのむのはいけません。

鉄分のとりすぎはかえってからだの毒ですし，とり方が悪く

てせっかくの鉄分が役にたたないとこともあります。必ず専門医

の指示を受けましょう。

鉄剤をのむと，人によっては吐き気や胃部の不快感がありま

すが，食後ただちに服用するとよいようです。あるいは胃散と

いっしょにのんでもよいでしょう。しかし茶，コーヒーなどと

いっしょにのんではいけません。

鉄剤は健康人とほぼ同じになってからも 2,3月間続けない

と再発し夜す。

鉄剤服用とともに，偏食しないようにし，胃下垂や胃腸の弱

い人はそれに適する食事療法を行なって，胃腸の調子をよくす

ることもたいせつです。

肱
川
地
方
林
業
振
興
協
議
会

市
町
村
町
森
林
組
合
長
で
構
成
）
に
お

い
て
は
、
か
ね
て
杉
、
檜
の
優
良
無
節
~

材
を
造
成
す
る
目
的
を
も
っ
て
各
市
町
~

村
に
呼
び
か
け
枝
打
ち
コ
ン
ク
ー
ル
を
~

実
施
°
去
る
七
月
四
日
県
事
務
所
大
洲
~

出
張
所
に
於
て
そ
の
表
彰
式
が
行
な
わ
[

れ
、
当
町
よ
り
次
の
二
人
が
表
彰
さ
れ
[

た
。

第
一
位共位

銀
賞

兵

頭
上

岡

ン
ク
ー
ル

~
忙
昭
和
一

日
自
九
時
よ
り
｀
於
戦
日
）
ま
で
引
続
き
一

五
時
ま
で
i

の
本
拠
を
有
し
て
い
た
人
の

直
交
付
金
の
諮
求
書
類
は
現

病
院
眼
科
二
に
す
°
明
年
三
月
末
日
ま
で
忙

｀
提
出
を
し
な
い
と
期
限
が
切
れ
て

は
松
山
赤
こ
給
さ
れ
な
く
な
り
ま
す
。

さ
れ
ま
~
該
諒
ヘ

い。

雄
さ

保険財政のしく しi.9

(4 4 Jヽ

100伶

70% 

3 0 % 

＋
 

本
年
度
の
成
人
病
検
診
、
及
び
老
人

康
診
査
は
左
記
の
日
程
に
よ
り
行
な

う

こ

と

に

な

り

ま

し

た

。

量

成
人
病
検
診
は
四
十
才
以
上
の
人
を
．

対
象
に
行
な
い
ま
す
が
＇
本
年
は
特
に

保
健
所
、
関
係
医
師
会
か
ら
の
要
望
も
．

あ
り
、
現
在
は
っ
き
り
し
た
病
気
の
た
[

め
に
医
師
に
か
A

っ
て
い
る
人
は
遠
慮
[

し
て
い
た
ゞ
き
、
日
頃
健
康
で
あ
ま
り
.

医
師
に
か
A

っ
て
な
い
人
が
御
自
分
の
ぃ

健
康
管
理
の
た
め
に
受
診
し
て
い
た
ゞ

く
よ
う
御
願
い
致
し
ま
す
。
~

な
森
六
十
五
才
以
上
の
老
人
健
康
診

査
に
つ
い
て
は
老
人
福
祉
法
に
よ
り
、
[

そ
の
健
康
保
持
の
た
め
毎
年
一
回
検
診
[

を
受
け
て
い
た
ゞ
く
こ
と
に
な
っ
て
苓

り
ま
す
の
で
、
繰
り
合
わ
せ
て
受
け
て

い
た
ゞ
く
よ
う
御
願
い
ヰ
ま
す
。

◎

成

人

病

健

康

）

令‘“・

』r 

運
動

眼
の
悪
い
方
は
巡
回
診
査
を
受
け

て
下
さ
い
。

期
日

44今7.8市

すぎ

7畑芥 7 51 77 

8久上 5 7 5 8 

12’..,I 61l110 

16" I 68 I 9 8 

3 0" I 7 O I 1 3 O 

7 下 59 59 

8 上 43 I 52 

1 3,,, I 7 7 I 135 

旦で 68110 

8 下 25I 25 
8 上 23I 25 

16"1 321 38 マツ箱材

3 01" I 4 51 4 8 I I 2. l加

1.0 12上 20 22 ・□□末口 l4 

6.0 I 13上 75l1451 12s円～ 3 

足 場 1叫をつき 50-100

本表は肱川町内の自

当り）
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マッパ）レ

1.5飢～2.

末口 6

2 2円5

力
障
害

の

1.入札の月日

2.入札の箱数

3価格

(K坐り）

要

こ
つ
、
て

成
人人

健
康
診
査

9

し

8
月
22日

8
月
20
日

8
月
12
日

7
月
30
日

7
月
25
日

7
月

24
日

午
後
1

3

時
半
：
す
。

岩

谷

小

学

校

i

邑

は

八

月

午
後
1

時
半
i
3

時
半
~
課
v
cお
申
出
下
さ
い
。

予
子
林
小
学
校
~
但
し
、
次
の
病
名
の
方
は
受
診
出
来
ま

午
後
1
時
半

i
3
時
半
[
せ
ん
o

大

谷

小

学

校

i

ア
、
色
盲
症
及
び
ト
ラ
コ
ー
マ

拿
イ
、
焦
眼
球
症
（
両
叩

午
後
1

時
半
i
3

時
半
~

正
山
小
学
校
~
ウ
、
網
膜
色
素
変
性
{

ェ
、
小
角
膜
（
両
眼
）

午
後
1

時
半
i
3

時
半
~

絶
対
性
緑
内
症

肱
川
中
学
校
~
オ
、~

カ
、
祝
神
経
萎
茄
〈

午
後
2

ー

3
時

元
中
津
小
~

に
住
民

町は医療費総額の 70％を医療機関へ支払い

ますが，その財源は国から 45％が交付され

るので，不足分25％を保険税として徴収し

なけれはなりません。

o
l
1
-

2

2

 

於ける相場

志 l6. 4 0 0 K9 

香信 2,910円

冬壺公,6 1 0円

2,003円

1, 0, 9).0円

日でも枷刷恥＇匂

を目前にして

春初の 2,000

安値

りしたのが目

立った。ウス並 2,400日，

中心中肉並 1,9O O,__, 2,000 

ドンコ上2,400円，中心並

2,000円，中心下物 1,300

円～ 1,500円

次回市売日

7月 7日（ ）
 

~
は
振
替
納
税
制
度
を
ご
利
用

口
さ
れ
る
の
が
大
変
忙
便
利
で
す
。
こ
の

．
制
肱
は
＾
軍
融
機
関
の
預
釜
口
座
か
ら
自

〗
即
的
に
振
替
納
税
が
で
き
る
方
法
で
納

〗
税
手
続
は
総
て
金
融
機
関
と
税
務
署
が

二
行
な
っ
て
く
れ
ま
す
。

i

現
在
、
大
訓
税
務
署
管
内
で
は
個
人

]
で
八
十
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
法
人
関
係
で

口
は
六
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
の
納
税
者
の
方

~
々
が
と
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

i

ご
利
用
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
金
融

口
檄
関
か
税
務
署
へ
申
し
出
ら
れ
て
こ
活

〗
用
く
だ
さ
い
。

]
所
得
税

第
一
期
分
の
納
祝
は

[
七
月
三
十
一
日
（
木
曜
）

J

在
で

~
七
月
は
予
定
納
税
第
一
期
分
の
納
税

~
の
月
で
す
0

本
年
、
予
定
納
税
を
し
て

[
い
た
だ
く
方
に
は
六
月
十
五
日
付
で
通

丁
知
を
さ
し
あ
げ
て
い
ま
す
。
ぉ
忘
れ
な

i

い
よ
う
納
税
を
お
願
い
し
ま
す
。

~
な
お
、
振
替
納
税
制
度
を
ご
利
用
さ

丁
れ
て
い
る
方
の
納
税
手
続
は
税
務
署
で

〗
い
た
し
ま
す
0

直
接
納
税
さ
れ
ま
す
と

]
重
複
納
付
と
な
り
ま
す
か
ら
ご
注
意
く

~
だ
さ
い
。

、)ll¥lll、1|,lI I. ＼j[l l ¥ ＼¥＼い＼＼l11¥I¥ 

納
税
は
振
替
納
税


